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女性相談支援センター 

１ 婦人相談所・配偶者暴力相談支援センターの業務 
女性相談支援センターは、売春防止法第３４条の規定により設置された「婦人相談所」の業務に加えて、 

平成１３年１０月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下 「ＤＶ法」と

いう。）による「配偶者暴力相談支援センター」の業務を行っている。 

業務内容としては、売春に係わる要保護女性に対する転落未然防止と保護更生を目的とした支援や、 

配偶者からの暴力被害者に対する保護支援等を中心に、さまざまな問題を有する女性に幅広く対応するた

めの相談、一時保護を行う他、必要に応じて女性保護施設への入所措置も行う等、関係機関との連携のもと、

女性の保護と自立のための援助支援を実施している。 

１－２ 相談の内容 
相談内容については、次のように区分されている。 

相 談 区 分 相     談     内     容 

人 
 

 
 

 

間 
 

 
 

 

関 
 

 
 

 

係 

夫

等 

夫等からの暴力 
ドメスティック・バイオレンス（夫や内縁関係の夫等による身体的・精神的・性

的暴力） 

薬物中毒・酒乱 アルコール、覚せい剤、シンナー等の依存や中毒 

離 婚 問 題 夫婦不和が原因の離婚の方法や離婚後の生活に関する知識や情報 

そ の 他 夫の家出、ギャンブル、借金、精神障害等 

子

ど

も 

子どもからの暴力 
思春期の家庭内暴力や成人に達した子ども（いわゆる婿、嫁を含む）からの

親への暴力 

養 育 困 難 子どもの養育が困難な状況等 

そ の 他 子どもに関するその他の問題 

親

族 

親 の 暴 力 親からの身体的・精神的・性的暴力 

その他の親族からの暴力 兄弟やその他の親族からの身体的・精神的暴力 

そ の 他 その他の親族関係に関する問題 

交
際
相
手 

交際相手からの暴力 異性間の交際相手による身体的・精神的又は性的な暴力 

同性の交際相手からの暴力 同性間の交際相手による身体的・精神的又は性的な暴力 

そ の 他 元交際相手、知人等による身体的・精神的又は性的な暴力 

その他の者からの暴力 家族以外の者からの暴力 

男 女 問 題 恋愛のもつれ等、性的いやがらせ 

  ス ト ー カ ー 被 害 ストーカー行為の被害 

家 庭 不 和 家庭内における夫婦の性格の不一致、不仲、別居、舅姑との不和等 

そ の 他 その他の人間関係の問題 

経

済

問

題 

生 活 困 窮 住み込み就労の解雇、家賃滞納によるアパートの立ち退き等による生活困難 

サ ラ 金 ・ 借 金 借金・サラ金・ヤミ金・多重債務等の金銭問題 

求       職 就労、就職に関する諸問題 

そ の 他 その他の経済問題 

医

療

関

係 

病              気 身体的・精神的疾患や性感染症等に関する問題 

精 神 的 問 題 情緒的な未熟さや不安定さ、性格行動の偏りによる不適応問題 

妊 娠 ・ 出 産 妊娠、出産に関するトラブルや子の認知の問題 

そ の 他 その他の医療に関する問題 
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相 談 区 分 相   談   内   容 

住 居 問 題 公営住宅への入居相談、家主からの立ち退き要求等 

帰 住 先 な し 家出、ホームレス、退院先なし等 

不 純 異 性 交 遊 年少者の性的非行、異性関係の問題等 

売  春  強  要 親、夫、雇い主からの売春の強要 

ヒモ・暴 力団 関係者 ヒモ・暴力団等による売春、覚せい剤投与などの束縛 

５ 条 違 反 売春防止法５条違反による、警察、地方検察庁等からの送致 

人 身 取 引 

搾取（性的搾取、強制労働、臓器摘出等）を目的とし、暴力、脅迫、誘拐、

詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること、対象者を

支配する者などに対する金銭の授受等の手段を用いて、人の獲得、輸

送、引き渡し、蔵匿、収受（国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合

条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰

するための議定書（人身取引議定書）第３条の定義による。） 

 

 

１－３ 相談のしくみ 
(1) 相談 

来所による面接相談を中心としているが、必要に応じて訪問面接や他機関紹介等を行っている。 

また、専用電話による電話だけの相談も行っている。 

(2) 判定 

心身に障害の疑いのある場合で、本人の更生のために必要と認められる時、医学的・心理学的判定

を行っている。 

(3) 継続指導 

     問題が複雑な場合で、本人が希望する場合には指導を継続し、問題解決に向けての支援を行ってい

る。 

(4) 一時保護 

     夫等の暴力に耐えかねて家出をした、また、家庭内紛争等で家を出たが、居所に困っている等保護

を必要とすると認められるものについて、一時保護（同伴児を含む）を行っている。 

なお、一時保護中、家庭裁判所・職業安定所・福祉事務所等関係機関と連携を保ちながら、自立に

向けての家庭調整、健康管理、就労援助等の支援を行っている。 

(5) 女性保護施設への入所措置 

一時保護所入所者で、長期にわたって生活指導等を行う必要があると認められた場合に、本人の申

請により、女性保護施設へ措置を行っている。 

(6) 広報活動 

    社会環境浄化、配偶者等からの暴力の防止や、保護更生・自立援助等、女性相談支援センターが行

っている女性保護事業について一般県民の理解と密接な協力が得られるように、関係機関等との連絡

協議や、パンフレットの配布を行っている。 

(7) 女性相談員 

要保護女子の発見に努め、指導・援助、調査、訪問指導、他機関との連絡調整等の職務を行うため、

女性相談員が次のとおり配置されている。 

   県  ３人（石川県女性相談支援センター内）  
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１－４ 管内の状況 
                   

市 町 名 人口（人） 世帯（世帯） 相談件数（件） 

金  沢  市 ４６２,４９７ ２０７,２２１ ２８２ 

七  尾  市 ５１,１３０ ２０,７０２ ２１ 

小  松  市 １０６,０６４ ４０,９２３ ６９ 

輪  島  市 ２４,０３２ １０，０５３ １ 

珠  洲  市 １２，８０１ ５,５５６ ０ 

加  賀  市 ６３，１５８ ２５,０６８ １２ 

羽  咋  市 ２０，０９９ ８,１０１ ８ 

か ほ く 市 ３４，９５２ １２,８０５ ３４ 

白  山  市 １１０，２１８ ４１,７３４ ５０ 

能  美  市 ４８，８９０ １８,７４９ ３２ 

野 々市 市 ５６，９８３ ２６,４０１ ６０ 

能 美 郡 川  北  町 ６，２２９ １,９５０ ０ 

河 北 郡 
津  幡  町 ３６，７２４ １３,４２５ ２４ 

内  灘  町 ２６，５０４ １０,９０６ ８ 

羽 咋 郡 
志  賀  町 １８，３３７ ７,４３５ ５ 

宝達志水町 １２，０６５ ４,４２７ ６ 

鹿 島 郡 中 能 登 町 １６，４６９ ６,１３２ ２ 

鳳 珠 郡 
穴  水  町 ７，６７０ ３,２０３ ０ 

能  登  町 １５，３３７ ６,４８８ ３ 

管   外   ２２ 

居所不明   ２ 

計 １，１３０，１５９ ４７１,２７９ ６４１ 

  人口、世帯数は、令和２年１０月１日現在推計値。 

 

 

１－５ 相談の状況 
 (1) 相談受付状況 

 

① 相談受付状況の年度推移 

 

                             （単位：件） 

   区分 

年度 
来所相談 

電話相談 

DVホットライン 

平成２７年度 ４７１ １，１３３ 

２８年度 ５７０ ９８２ 

２９年度 ５４８ １，０６４ 

３０年度 ５８７ １，１１５ 

令和 元年度 ６３７ １，０８８ 

２年度 ６４１ １，０８７ 
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② 内容別来所相談受付状況（令和２年度） 

来所相談の内容別受付状況を見ると、人間関係の問題についての相談が多い。特に、夫等の

暴力を主訴としたドメスティック・バイオレンス（DV）に関する相談が 62.2％と半分以上を占めている。 

              （単位：件） 

相  談  内  容 新  規 再 来 所 合  計 構成比 ％ 

人 
 

 

間 
 

 

関 
 

 

係 

夫 

等 

夫等からの暴力 １２３ ２７６ ３９９ ６２．２ 

薬 物 中 毒 ・ 酒 乱 １  １ ０．２ 

離 婚 問 題 １８ ８ ２６ ４．０ 

そ   の   他 ４ ２ ６ ０．９ 

子
ど
も 

子どもからの暴力 １ ２ ３ ０．５ 

養 育 困 難   ０ ０ 

そ の 他 ３ １２ １５ ２．３ 

親 

族 

親  の  暴  力 ７ ８ １５ ２．３ 

その他の親族からの暴力 ３ ４ ７ １．１ 

そ の 他 ４ １ ５ ０．８ 

交

際

相

手 

交際相手からの暴力 ５ ６ １１ １．７ 

同性の交際相手からの暴力   ０ ０ 

そ の 他   ０ ０ 

その他の者からの暴力 １  １ ０．２ 

男 女 問 題  １ １ ０．２ 

ス ト ー カ ー 被 害   ０ ０ 

家 庭 不 和 ６ ４ １０ １．６ 

そ の 他  ６ ６ ０．９ 

経

済

問

題 

生 活 困 窮  ７ ７ １．１ 

サ ラ 金 ・ 借 金  １０ １０ １．６ 

求            職   ０ ０ 

  そ の 他  ２ ２ ０．３ 

医

療

関

係 

病                気   ０ ０ 

精 神 的 問 題 ４ １０５ １０９ １７．０ 

妊  娠  ・  出  産   ０ ０ 

そ   の   他   ０ ０ 

住 居 問 題  ４ ４ ０．６ 

帰 住 先 な し １ １ ２ ０．３ 

不 純 異 性 交 遊   ０ ０ 

売 春 強 要   ０ ０ 

ヒ モ ・ 暴 力 団 関 係 者  １ １ ０．２ 

５      条      違      反   ０ ０ 

人 身 取 引   ０ ０ 

計 １８１ ４６０ ６４１ １００.０ 
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２ いしかわ性暴力被害者支援センター 

（パープルサポートいしかわ）の業務 
いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」は、同意のない・対等でない・強要され

た性的行為は、すべて被害者の人権や尊厳を著しく侵害する性暴力であると位置づけ、被害者が心身のケ

アを安心して受けられるようワンストップで必要な支援をコーディネートするとともに、被害者の心情に配慮しな

がら、警察への届出を促し、性犯罪の潜在化を防ぐことを大きな役割として平成２９年１０月に開設した。 

業務内容としては、電話や面談により相談を受け、被害者の状況や必要とする支援を把握し、必要とする

支援に応じて、医療機関や警察、弁護士会など関係機関に連絡するとともに、被害者がつらい経験を何度も

話さなくても済むように関係機関に付き添うことや心に受けた傷のケアのためのカウンセリング等を実施してい

る。 

 

相談の状況                         （単位：件） 

年 度 電 話 面 接 合 計 

平成２９年度 ７６ ４８ １２４ 

３０年度 １７２ １８２ ３５４ 

令和 元年度 ２２１ １７０ ３９１ 

２年度 ２４１ １７３ ４１４ 

 


